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※お問い合わせの「Ｇ」は「グループ」を表します。

 

（
町
民
税
務
課
）

　
保
険
料
の
免
除
制
度
は
、
全
額
免

除
制
度
と
３
段
階
の
一
部
免
除
（
２

分
の
１
免
除
、
４
分
の
１
免
除
、
４

分
の
３
免
除
）
が
あ
り
ま
す
。
（
表

１
参
照
）

　
納
付
す
る
月
々
の
保
険
料
額
は
次

の
と
お
り
で
す
。
（
平
成
24
年
度
）

・
４
分
の
１
免
除
　１
１
，２
４
０
円

・
２
分
の
１
免
除
　　
７
，４
９
０
円

・
４
分
の
３
免
除
　　
３
，７
５
０
円

　
こ
れ
ら
の
制
度
を
ご
利
用
い
た
だ

く
場
合
に
は
、
ご
本
人
、
配
偶
者
、

世
帯
主
の
前
年
所
得
が
、
そ
れ
ぞ
れ

一
定
の
基
準
額
以
下
で
あ
る
こ
と
が

条
件
と
な
り
ま
す
。

○
申
請
方
法
　
町
民
税
務
課
②
窓
口

に
て
、
随
時
受
付
け
て
い
ま
す
の
で
、

印
鑑
を
持
参
く
だ
さ
い
。

※ 

免
除
の
対
象
期
間
は
、
７
月
か
ら

翌
年
６
月
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
一
部
免
除
を
受
け
た
場
合

に
、
納
付
す
べ
き
一
部
保
険
料
が
未

納
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
一
部
免
除

が
無
効
と
な
り
、
老
齢
、
障
害
、
遺

族
の
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期
間
に

は
含
ま
れ
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　
こ
の
ほ
か
猶
予
ま
た
は
免
除
の
制

度
と
し
て
、
次
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

▼
「
若
年
者
猶
予
制
度
」
30
歳
未
満

の
方
の
保
険
料
が
猶
予
（
所
得
審
査

あ
り
）

▼
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
学
生
の

方
の
保
険
料
が
猶
予
（
所
得
審
査
あ

り
）

▼
「
法
定
免
除
」
障
害
年
金
や
生
活

保
護
法
に
基
づ
く
生
活
扶
助
を
受
給

し
て
い
る
方
の
保
険
料
が
免
除

○
免
除
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
将
来

の
年
金
受
給
額
へ
の
影
響

　
年
金
額
（
平
成
21
年
４
月
分
か
ら
）

・
全
額
免
除
期
間
分
　
　
　
１
／
２

・
４
分
の
３
免
除
期
間
分
　
５
／
８

・
２
分
の
１
免
除
期
間
分
　
６
／
８

・
４
分
の
１
免
除
期
間
分
　
７
／
８

　
な
お
、
免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
た

保
険
料
に
つ
い
て
、
将
来
受
け
取
る

年
金
額
が
少
な
く
な
ら
な
い
よ
う
、

10
年
以
内
に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
た
だ
し
、
承
認
さ
れ
た
期
間

の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
３
年
度
目

以
降
に
納
付
す
る
場
合
は
、
経
過
し

た
年
数
に
応
じ
て
一
定
の
加
算
額
が

加
わ
り
ま
す
。

※ 

任
意
加
入
被
保
険
者
は
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。

○
お
問
い
合
わ
せ

・
町
民
Ｇ
（
内
線
２
３
０
）

・
下
館
年
金
事
務
所

　
☎
０
２
９
６
（25）
０
８
１
１

 

（
町
民
税
務
課
）

　
こ
の
制
度
は
、
国
民
健
康
保
険
及

び
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
が
、

月
に
支
払
う
治
療
費
や
入
院
時
の
食

事
代
を
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
に
と

ど
め
る
も
の
で
す
。

　
所
得
審
査
を
行
っ
た
う
え
、
該
当

す
る
方
に
対
し
て
８
月
１
日
(水)
か
ら

有
効
の
「
減
額
認
定
証
」
を
交
付
し

ま
す
。
（
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の

方
は
、
世
帯
の
所
得
状
況
で
審
査
し
、

住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方
が
い

る
場
合
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。
）

○
申
請
　
町
民
税
務
課
②
窓
口

○
持
参
す
る
も
の

・
保
険
証

・
現
在
使
用
中
の
減
額
認
定
証

・
印
鑑

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
Ｇ
（
内
線
２
３
３
）

 

（
財
務
課
）

　
町
内
の
通
学
路
な
ど
に
は
、
約
７

０
０
基
の
防
犯
灯
が
設
置
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
防
犯
灯
の
「
電
球
が
切
れ
て
い
る
」

な
ど
お
気
づ
き
の
場
合
は
、
お
手
数

で
す
が
、
支
柱
や
電
柱
に
つ
い
て
い

る
管
理
番
号
を
各
地
区
の
区
長
さ
ん

ま
で
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
支
柱
や
電
柱
に
管
理
番
号

が
無
い
、
ま
た
は
番
号
が
判
別
で
き

な
い
場
合
は
目
安
に
な
る
場
所
を
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
財
政
・
管
財
Ｇ
（
内
線
２
２
３
）

防
犯
灯
の
球
切
れ
情
報
は
各

地
区
の
区
長
さ
ん
ま
で

国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用

及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
に
つ
い
て

国
民
年
金
保
険
料
に
は
免
除

制
度
が
あ
り
ま
す

世帯構成 全額免除
一部免除

３/４免除 １/２免除 １/４免除

４人世帯
（ご夫婦、お子さん２人） 162万円 230万円 282万円 335万円

２人世帯
（ご夫婦のみ） 92万円 142万円 195万円 247万円

単身世帯 57万円 93万円 141万円 189万円

（表１）全額免除・一部免除の世帯構成別の所得基準の「めやす」


